
(2)　受注者がその債務の履行を拒否し､又は､受注者の責めに帰すべき辛

由によって受注者の債務について履行不能となった場合｡

2　次に掲げる者がこの契約を解除した場合は､前項第2号に該当する場合

とみなす｡

(1)　受注者について破産手続開始の決定があった場合において､破産法(平

成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管

財人

(2)　受注者について更生手続開始の決定があった場合において､会社更坐

法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任され

た管財人

(3)　受注者について再生手続開始の決定があった場合において､民事再坐

法(平成1 1年法律第225号)第2条第2項の規定により選任された

再生債務者等

3　第1項の場合(前条第6号の規定により､この契約が解除された場合を

除く｡)において､第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わ

る担保の提供が行われているときは､発注者は､当該契約保証金又は担保

をもって第1項の違約金に充当することができる｡

第50条　発注者は､工事が完成するまでの間は､前条第1項の規定によ

るほか､必要があるときは､この契約を解除することができる｡

2　発注者は､前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に

損害を及ぼしたときは､その損害を賠償しなければならない｡

(受注者の解除権)

第51条　受注者は､次のいずれかに該当するときは､この契約を解除す

ることができる｡

(1)　第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の

2以上減少したとき｡

(2)　第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を

超えたとき｡ただし､中止が工事の一部のみの場合は､その一部を除

いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても､なおその中止が

解除されないとき｡

(3)　発注者がこの契約に違反し､その違反によりこの契約の履行が不可

能となったとき｡
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2　受注者は､前項の規定によりこの契約を解除した場合において､損害

があるときは､その損害の賠償を発注者に請求することができる｡

(解除に伴う措置)

第52条　発注者は､この契約が解除された場合においては､出来形部分

を検査の上､当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材

料の引渡しを受けるものとし､当該引渡しを受けたときは､当該引渡し

を受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければなら

ない｡この場合において､発注者は､必要があると認められるときは､

その理由を受注者に通知して､出来形部分を必要最小限度破壊して検査

することができる｡

2　前項の場合において､検査又は復旧に直接要する費用は､受注者の負

担とする｡

3　第1項の場合において､第36条(第42条において準用する場合を

含む｡)の規定による前払金があったときは､当該前払金の額(第39条

及び第43条の規定による部分払をしているときは､その部分払におい

て償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応す

る請負代金額から控除する｡この場合において､受領済みの前払金額に

なお余剰があるときは､受注者は､解除が第49条又は第49条の2の

規定によるときにあっては､その余剰額に前払金の支払の日から返還の

日までの日数に応じ年2, 7パーセント(政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計

算した額の利息を付した額を､解除が前2条の規定によるときにあって

は､その余剰額を発注者に返還しなければならない｡

4　受注者は､この契約が解除された場合において､支給材料及び寄託晶

があるときは､第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されて

いるものを除き､発注者に返還しなければならない｡この場合において､

当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しく

はき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用され

ているときは､代品を納め､若しくは原状に復して返還し､又は返還に

代えてその損害を賠償しなければならない｡

5　受注者は､この契約が解除された場合において､貸与品があるときは､
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当該貸与品を発注者に返還しなければならない｡この場合において､当

該貸与晶が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは､代品

を納め､若しくは原状に復して返還し､又は返還に代えてその損害を賠

償しなければならない｡

6　受注者は､この契約が解除された場合において､工事用地等に受注者

が所有し､又は管理する工事材料､建設機械器具､仮設物その他の物件

(下請負人の所有し､又は管理するこれらの物件を含む｡以下この条に

おいて同じ｡)があるときは､受注者は､当該物件を撤去するとともに､

工事用地等を修復し､取り片付けて､発注者に明け渡さなければならな

い｡

7　前項の場合において､受注者が正当な理由がなく､相当の期間内に物

件を撤去せず､又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき

は､発注者は､受注者に代わって当該物件を処分し､工事用地等を修復

若しくは取片付けを行うことができる｡この場合においては､受注者は､

発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることが

できず､また､発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を

負担しなければな一らない｡

8　第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限､

方法等については､この契約の解除が第49条又は第49条の2第2項

の規定によるときは発注者が定め､前2条の規定によるときは､受注者

が発注者の意見を聴いて定めるものとし､第4項後段､第5項後段及び

第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限､方法等については､発

注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする｡

(火災保険等)

第53条　受注者は､発注者が必要と認めるときは､工事目的物及び工事

材料(支給材料を含む｡以下この条において同じ｡)等を設計図書で定め

るところにより火災保険､建設工事保険その他の保険(これに準ずるも

のを含む｡以下この条において同じ｡)に付さなければならない｡

2　受注者は､前項の規定により保険契約を締結したときは､その証券又

はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない｡

3　受注者は､工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外

1 - 1 -　33



の保険に付したときは､直ちにその旨を発注者に通知しなければならな

い｡

(制裁金等の徴収)

第54条　受注者が､この契約に基づく制裁金､賠償金､損害金又は違約

金を発注者の指定する期間内に支払わないときは､発注者は､その支払

わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の目

まで年5. 0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29

条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を

付した額と､発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し､なお不足があ

るときは追徴する｡

2　前項の追徴をする場合には､発注者は､受注者から遅延日数につき年

5･ 0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1

項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を

徴収する｡

(違約金に関する特約)

第55条　受注者(共同企業体にあっては､その構成員)が､次のいずれ

かに該当したときは､受注者は､発注者の請求に基づき､請負代金額(こ

の契約締結後､請負代金額の変更があった場合には､変更後の請負代金

額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発

注者の指定する期間内に支払わなければならない｡

(1)　この契約に関し､受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(昭和22年法律第54号｡以下｢独占禁止法｣という｡)第

3条の規定に違反し､又は受注者が構成事業者である事業者団体が独

占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより､公正取引委員会

が受注者に対し､独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の

3において準用する場合を含む｡)の規定に基づく課徴金の納付命令(以

下｢納付命令｣という｡)を行い､当該納付命令が確定したとき(確定

した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消さ

れた場合を含む｡)｡

(2)　納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく

排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である
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事業者団体(以下｢受注者等｣という｡)に対して行われたときは､受

注者等に対する命令で確定したものをいい､受注者等に対して行われ

ていないときは､各名宛人に対する命令全てが確定した場合における

当該命令をいう｡次号において｢納付命令又は排除措置命令｣という｡)

において､この契約に関し､独占禁止法第3条又は第8条第1号の規

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき｡

(3)　納付命令又は排除措置命令により､受注者等に独占禁止法第3条又

は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該

違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において､この

契約が､当該期間(これらの命令に係る事件について､公正取引委員

会が受注者に対し納付命令を行い､これが確定したときは､当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間

を除く｡)に入札(見積書の提出を含む｡)が行われたものであり､か

つ､当該取引分野に該当するものであるとき｡

(4)　この契約に関し､受注者(法人にあっては､その役員又は使用人を

含む｡)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止

法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定し

たとき｡

第56条　受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは､受注者は､当該期間を経過した日から支払をする目までの目数

に応じ､年5. 0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第

29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額

の遅延利息を発注者に支払わなければならない｡

(あっせん又は調停)

第5　7条　この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定め

るものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が

不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を

生じた場合には､発注者及び受注者は､建設業法による中央又は都道府

県建設工事紛争審査会(以下｢審査会｣という｡)のあっせん又は調停に

よりその解決を図る｡

2　前項の規定にかかわらず､現場代理人の職務の執行に関する紛争､主
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任技術者又は監理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工

するために使用している下請負人､労働者等の工事の施工又は管理に関

する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については､第1 2条第

3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定に

より発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わず

に同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ､発注者及

び受注者は､前項のあっせん又は調停を請求することができない｡

(仲裁)

第58条　発注者及び受注者は､その一方又は双方が前条の審査会のあっ

せん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは､同条

の規定にかかわらず､仲裁合意書に基づき､審査会の仲裁に付し､その

仲裁判断に服する｡

(補則)

(秘密の特約条項)

第59条　設計図書に秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36

号)第16条に規定する秘に指定された事項若しくは同訓令第50条に規

定する事項又は特定秘密の保護に関する法律(平成2　5年法律第1 08号)

第3条第1項に規定する特定秘密に係る情報を含む契約については､秘密

保全に関する訓令及び特定秘密の保護に関する訓令(平成2 6年防衛省訓

令第64号)に従い適正な特約条項を付し､当該契約の違約金については､

建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の取扱

いについて(防整施(事)第1 3号27. 10. 1)に基づき適正な特約条

項を付するものとする｡

(解体工事に要する費用等)

第6 0条　建設工事が､建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成

1 2年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は､ (1)

解体工事に要する費用､ (2)再資源化等に要する費用､ (3)分別解体等の方

法､ (4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入した別

紙第1､別紙第2又は別紙第3を添付するものとする｡

(住宅建設噸疲担保責任保険)

第61条　特定住宅堰疲担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年

法律第6 6号)第2条第4項に規定する特定住宅塀痕担保責任を履行する
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ため､住宅建設堰症担保責任保険に加入する場合は､ (1)保険法人の名称､

(2)保険金額､ (3)保険期間についてそれぞれ記入する｡

なお､住宅建設噸庇担保保証金の供託を行う場合は､受注者は､供託所

の所在地及び名称､共同請負の場合の建設堰庇担保割合を記載した書面を

発注者に交付し､説明しなければならない｡

(運用基準)

第62条　条項の適用に関して､建設工事請負契約条項運用基準(以下｢運

用基準｣という｡)を別紙第4のとおり定める｡

(発注者と受注者と､の協議)

第63条　この契約書に定めのない事項については､必要に応じて発注者

と受注者とが協議して定める｡
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別紙第1

建築物に係る解体工事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第1 3条に基づく契約書記載事項

工事名:

1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)

(注) ･解体工事の場合のみ記載する｡
･解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする｡
･仮設費及び運搬費は含まない｡
･工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし･積込み費用は含まない｡

2.再資源化等に要する費用(直接工事費)　　　　　　　　　　　　円(税抜き)

(注) ･運搬費を含む｡
･工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない｡

3.分別解体等の方法

工 儘�/b�作業内容 兒ｩ¥ｨ���ﾉ9�,ﾉ_ｹd���b��①建築設備. 佶ｩ'ｩ�ﾙOR�>��Xﾝ�9�,ﾈ竧.愛�+R�□手作業 
堤 I_ヾ ヽ_ と の �>��Xﾝ�9��□有ロ無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��[冽�,ﾈ�ｨﾘx,ﾉyﾙu"ｒ�

②屋根ふき材 �靺ｨ-8*ｸﾝ�,ﾈ竧.愛�+R�□手作業 
作 莱 内 香 刄漉L口無 ���訷ﾞﾈｼb篳ｴ�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��[冽�,ﾈ�ｨﾘx,ﾉyﾙu"ｒ�

③外装材. 丶��Xﾝ粨�9YHﾕﾉ�)YIZｨ,ﾈ竧.亜8+R�ロ手作業 
及 び 解 ��9YHﾕﾉ�)YIZ｢�□有□無 �8ﾘ訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

④基礎. 舒��"隶��(*�*(,ﾈ竧.亜8+R�□手作業 
体 方 法 舒��(*�*"�□有口無 �8ﾘ訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

⑤その他 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ竧.亜8+R�ロ手作業 

() ���tﾈ��k2�□手作業.機械作業の併用 

※ ｢分別解体等の方法｣の欄については､該当がない場合は記載の必要はない｡

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 倡ｹ�ﾘ,ﾉkﾈ��所在地 
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別紙第2

建築物に係る新築工事等 (新築･増築･修繕･模様替)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第1 3条に基づく契約書記載事項

工事名:

1.解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し

2.再資源化等に要する費用(直接工事費)

(注) ･運搬費を含む｡
･工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない｡

3.分別解体等の方法

円(税抜き)

工 儘�/b�作業内容 兒ｩ¥ｨ���ﾉ9�,ﾉ_ｹd���b��①造成等 ��)�ﾉ9�,ﾈﾔ磯b�i □手作業 

梶 I.ll ､....･..._ と 凵｠有□無 禰訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

②基礎. 舒��"隶��(*�*(,ﾈﾔ磯b�□手作業 
の 作 莱 内 舒��(*�*"�□有D無 佰ｸ訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

③上部構造部分. ��9YHﾕﾉ�)YIZ｢隍��X,ﾈﾔ磯b�□手作業 
容 及 び 解 丶��R�□有口無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

④屋根 �靺ｨ,ﾈﾔ磯b�□手作業 
体 方 法 凵｠有□無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

⑤建築設備. 佶ｩ'ｩ�ﾙOR�>��Y9�,ﾈﾔ磯b�□手作業 
内装等 ���tﾈﾏｹk2�□手作業.機械作業の併用 

⑥その他 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈﾔ磯b�□手作業 

() ���tﾈ��k2�□手作業.機械作業の併用 

※ ｢分別解体等の方法｣の欄については､該当がない場合は記載の必要はない｡

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 倡ｹ�ﾘ,ﾉkﾈ��所在地 
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別紙第3

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第1 3条に基づく契約書記載事項

工事名:

1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注) ･解体工事の場合のみ記載する｡

･解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする｡
･仮設費及び運搬費は含まない｡
･工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし･積込み費用は含まない｡

2･謂㌍/農芸器用(直接工輔)　　　　　円(税抜き)･

･工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない｡

3.分別解体等の方法

工 儘�/b�作業内容 兒ｩ¥ｨ���ﾉ9�,ﾉ_ｹd���b��①仮設 �ﾉ�ﾘﾔ磯b�□手作業. 

程 ･ー1､ ヽ._ と 凵｠有口無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

②土工 �7儘磯b�□手作業 
の 作 莱 剏菶L□無 �8ﾘ訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

③基礎 舒��(ﾔ磯b�□手作業 
内 容 及 凵｠有□無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

④本体構造 冏ｹ�ﾈﾕﾉ�(,ﾈﾔ磯b�□手作業 
び 解 体 凵｠有口無 ���訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

⑤本体付属品 冏ｹ�ﾉWI�餬�,ﾈﾔ磯b�□手作業 
方 法 刄漉L□無 �8ﾘ訷ﾞﾈｼb雍�､(ﾞﾈｼh,ﾉ[冽��

⑥その他 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈﾔ磯b�□手作業 

() ���tﾈ8ﾙk2�□手作業.機械作業の併用 

※ ｢分別解体等の方法｣の欄については､該当がない場合は記載の必要はない｡

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 倡ｹ�ﾘ,ﾉkﾈ��所在地 
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